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〇
経
済
産
業
省
令
第

号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
条
の
三
第
三
項
及
び
第
三

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

［
新
設
］
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要
件
）

第
四
条
の
二

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
（
法
人
の
設
立
後
最
初
の
事
業
年
度(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
設
立
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
決

算
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
が
な
い
者

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を

、
設
立
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
が
な
い
者
で
あ
る
場
合

（
設
立
事
業
年
度
の
決
算
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ

つ
て
は
第
三
号
を
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）
と
す
る
。

一

当
該
中
小
企
業
者
が
、
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
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保
証
の
委
託
の
申
込
み
の
日
（
以
下
「
申
込
日
」
と

い
う
。
）
以
前
二
年
間
（
法
人
の
設
立
日
か
ら
起
算

し
て
申
込
日
ま
で
の
期
間
が
二
年
間
に
満
た
な
い
場

合
は
、
そ
の
期
間
）
に
お
い
て
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
そ
の
他
の
財
産
、
損
益
又
は
資
金
繰
り
の
状

況
を
示
す
書
類
（
第
四
号
イ
に
お
い
て
「
貸
借
対
照

表
等
」
と
い
う
。
）
を
当
該
金
融
機
関
の
求
め
に
応

じ
て
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

二

申
込
日
の
直
前
の
決
算
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
（

次
号
に
お
い
て
単
に
「
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。
）

上
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者
（
代
表
者
に
準
ず

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
ロ
に
お
い

て
同
じ
。
）
へ
の
貸
付
金
そ
の
他
の
金
銭
債
権
（
当
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該
中
小
企
業
者
の
事
業
の
実
施
に
必
要
な
も
の
及
び

少
額
の
も
の
を
除
く
。
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
な
く
、
か
つ
、
申
込
日
の
直
前
の
決
算
に
お
け

る
損
益
計
算
書
（
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
を
含

む
。
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
上
、
当
該
中
小

企
業
者
の
代
表
者
へ
の
役
員
報
酬
、
賞
与
、
配
当
そ

の
他
の
金
銭
の
支
払
（
第
四
号
ロ
に
お
い
て
「
役
員

報
酬
等
」
と
い
う
。
）
が
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め

ら
れ
る
額
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
。

三

貸
借
対
照
表
上
の
純
資
産
の
額
が
零
以
上
で
あ
る

こ
と
又
は
当
該
中
小
企
業
者
の
申
込
日
の
直
前
の
二

期
の
決
算
に
お
け
る
損
益
計
算
書
上
の
経
常
利
益
の

額
に
減
価
償
却
費
を
加
え
た
額
が
連
続
し
て
零
未
満
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で
な
い
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
事
項
を
誓
約
す
る
書
面
を
提
出
し
て

い
る
こ
と
。

イ

申
込
日
以
降
、
貸
借
対
照
表
等
を
当
該
金
融
機

関
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
す
る
こ
と
。

ロ

申
込
日
を
含
む
事
業
年
度
以
降
の
決
算
に
お
け

る
貸
借
対
照
表
上
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者

へ
の
貸
付
金
そ
の
他
の
金
銭
債
権
が
な
く
、
か
つ

、
申
込
日
を
含
む
事
業
年
度
以
降
の
決
算
に
お
け

る
損
益
計
算
書
上
、
当
該
中
小
企
業
者
の
代
表
者

へ
の
役
員
報
酬
等
が
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら

れ
る
額
を
超
え
な
い
こ
と
。

五

当
該
中
小
企
業
者
が
、
信
用
保
証
協
会
が
行
う
債
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務
の
保
証
に
係
る
保
証
料
（
保
証
の
対
価
と
し
て
中

小
企
業
者
が
信
用
保
証
協
会
に
支
払
う
金
銭
を
い

う
。
）
の
料
率
の
引
上
げ
（
令
第
二
条
第
七
項
、
第

三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項
、
情
報
処
理
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第

二
百
七
号
）
第
六
条
第
二
項
、
下
請
中
小
企
業
振
興

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
十
四
号
）
第

二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
二
項
、
中
小
小
売
商
業

振
興
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十

六
号
）
第
十
条
第
二
項
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働

力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め

の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
三
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号
）
第
三
条
第
二
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項
、
地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実
施
に

よ
る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る

法
律
第
六
条
第
三
項
の
率
を
定
め
る
政
令
（
平
成
四

年
政
令
第
三
百
七
号
）
第
二
項
、
中
心
市
街
地
の
活

性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二

百
六
十
三
号
）
第
十
三
条
第
二
項
、
中
小
企
業
等
経

営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号

）
第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二

項
及
び
第
十
条
第
二
項
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施

行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
六
条
の
二

第
二
項
、
第
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
十
四
条
第
二

項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項

、
地
域
再
生
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
五



- 8 -

十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
、
流
通
業
務
の
総
合
化

及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
、

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九

年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
、
中
小
企

業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第

二
百
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
、
商
店
街
の
活
性

化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政

令
第
百
九
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
、
東
日
本
大
震

災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
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に
関
す
る
法
律
の
経
済
産
業
省
関
係
規
定
の
施
行
に

関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
三
号

）
第
四
条
第
二
項
、
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
（

平
成
二
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
、

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供

給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和

二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
並
び

に
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全

保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和

四
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無

担
保
保
険
、
法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
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害
防
止
保
険
（
以
下
「
公
害
防
止
保
険
」
と
い
う
。

）
、
法
第
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
対
策
保
険
（
以
下
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険
」
と

い
う
。
）
、
法
第
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
海

外
投
資
関
係
保
険
（
以
下
「
海
外
投
資
関
係
保
険
」

と
い
う
。
）
、
法
第
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る

新
事
業
開
拓
保
険
（
以
下
「
新
事
業
開
拓
保
険
」
と

い
う
。
）
又
は
法
第
三
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
再
生
保
険
（
以
下
「
事
業
再
生
保
険
」
と
い

う
。
）
の
保
険
関
係
に
つ
い
て
の
保
険
料
率
に
加
え

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
率
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
伴

う
も
の
に
限
る
。
）
を
条
件
と
し
て
、
保
証
人
の
保

証
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
。
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（
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
の
変
更
）

（
特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
の
変
更
）

第
六
条

法
第
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
関

第
六
条

法
第
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
関

係
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

係
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保

一

法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保

険
（
以
下
「
特
別
小
口
保
険
」
と
い
う
。
）
の
保
険

険
（
以
下
「
特
別
小
口
保
険
」
と
い
う
。
）
の
保
険

関
係
が
法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
債
務
の

関
係
が
法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
債
務
の

保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
場
合
（
信
用
保
証
協

保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
場
合
（
信
用
保
証
協

会
が
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫

会
が
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫

」
と
い
う
。
）
と
公
害
防
止
保
険
の
契
約
を
締
結
し

」
と
い
う
。
）
と
同
項
に
規
定
す
る
公
害
防
止
保
険

て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

公
害
防
止
保
険

（
以
下
「
公
害
防
止
保
険
」
と
い
う
。
）
の
契
約
を

締
結
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

公
害
防
止
保
険

二

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
六
第

二

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
六
第
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一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
同
項
に
規
定

対
策
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険
（
以
下
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

）

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険

対
策
保
険
」
と
い
う
。
）
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険

三

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
七
第

三

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
海
外
投
資
関

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
同
項
に
規
定

係
保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

す
る
海
外
投
資
関
係
保
険
（
以
下
「
海
外
投
資
関
係

海
外
投
資
関
係
保
険

保
険
」
と
い
う
。
）
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）

海
外
投
資
関
係
保
険

四

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
八
第

四

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
八
第

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て
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い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
新
事
業
開
拓

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
同
項
に
規
定

保
険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

す
る
新
事
業
開
拓
保
険
（
以
下
「
新
事
業
開
拓
保
険

新
事
業
開
拓
保
険

」
と
い
う
。
）
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
）

新
事
業
開
拓
保
険

五

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
九
第

五

特
別
小
口
保
険
の
保
険
関
係
が
法
第
三
条
の
九
第

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

一
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
つ
い
て
成
立
し
て

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
事
業
再
生
保

い
る
場
合
（
信
用
保
証
協
会
が
公
庫
と
同
項
に
規
定

険
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

事

す
る
事
業
再
生
保
険
（
以
下
「
事
業
再
生
保
険
」
と

業
再
生
保
険

い
う
。
）
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

）

事
業
再
生
保
険

六

［
略
］

六

［
略
］

（
新
た
な
事
業
の
開
拓
に
要
す
る
費
用
）

（
新
た
な
事
業
の
開
拓
に
要
す
る
費
用
）

第
十
一
条

法
第
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な

第
十
一
条

法
第
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
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事
業
の
開
拓
に
要
す
る
費
用
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め

事
業
の
開
拓
に
要
す
る
費
用
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
中
小
企
業
者
に
よ
る
当
該
中
小
企
業
者
の

る
も
の
は
、
中
小
企
業
者
に
よ
る
当
該
中
小
企
業
者
の

申
込
日
に
お
い
て
、
そ
の
商
品
、
そ
の
提
供
す
る
役
務

信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
保
証
の
委
託
の
申
込
み
の
日

の
内
容
若
し
く
は
提
供
の
手
段
等
が
中
小
企
業
に
お
い

（
以
下
「
申
込
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
商

て
広
く
普
及
し
て
い
な
い
事
業
若
し
く
は
申
込
日
に
中

品
、
そ
の
提
供
す
る
役
務
の
内
容
若
し
く
は
提
供
の
手

小
企
業
に
お
い
て
広
く
企
業
化
さ
れ
て
い
な
い
技
術
を

段
等
が
中
小
企
業
に
お
い
て
広
く
普
及
し
て
い
な
い
事

用
い
た
事
業
で
あ
る
旨
の
公
庫
若
し
く
は
保
証
協
会
の

業
若
し
く
は
申
込
日
に
中
小
企
業
に
お
い
て
広
く
企
業

認
定
を
受
け
た
事
業
の
開
拓
又
は
需
要
の
開
拓
に
要
す

化
さ
れ
て
い
な
い
技
術
を
用
い
た
事
業
で
あ
る
旨
の
公

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
二
条
に
規
定
す

庫
若
し
く
は
保
証
協
会
の
認
定
を
受
け
た
事
業
の
開
拓

る
経
営
安
定
関
連
保
証
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
危

又
は
需
要
の
開
拓
に
要
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用

機
関
連
保
証
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の

（
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
、
法

じ

ん

財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定

第
十
五
条
に
規
定
す
る
危
機
関
連
保
証
、
激
甚
災
害
に

じ

ん

す
る
災
害
関
係
保
証
、
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
力
の

対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
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確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
関
係
保
証
、
中
小

管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
に

企
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機

規
定
す
る
労
働
力
確
保
関
連
保
証
、
中
小
小
売
商
業
振

会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す

興
法
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
小
売
商
業

る
法
律
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
力
確
保
関
連

関
連
保
証
、
地
域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実

保
証
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
第
五
条
の
三
第
一
項
に

施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関
す

規
定
す
る
中
小
小
売
商
業
関
連
保
証
、
地
域
伝
統
芸
能

る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
伝
統
芸
能
等

等
を
活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地

関
連
保
証
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域

域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
規

の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第

定
す
る
地
域
伝
統
芸
能
等
関
連
保
証
、
地
域
経
済
牽
引

一
項
に
規
定
す
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
関
連
保
証
、
中

事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に

心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
一

関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
経
済

項
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
商
業
等
活
性
化
関
連
保
証

牽
引
事
業
関
連
保
証
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
商
業
等
活

る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
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性
化
支
援
関
連
保
証
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
五

商
業
等
活
性
化
関
連
保
証
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
導
入
関
連
保

る
中
心
市
街
地
商
業
等
活
性
化
支
援
関
連
保
証
、
中
小

証
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す

企
業
等
経
営
強
化
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
流
通
業
務
総
合

先
端
設
備
等
導
入
関
連
保
証
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及

効
率
化
関
連
保
証
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継

び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
に

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

規
定
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
関
連
保
証
、
中
小
企

る
経
営
承
継
関
連
保
証
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
経

業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

営
承
継
準
備
関
連
保
証
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
承
継
関
連
保
証
、
同

経
営
承
継
借
換
関
連
保
証
、
商
店
街
の
活
性
化
の
た
め

条
第
三
項
に
規
定
す
る
経
営
承
継
準
備
関
連
保
証
及
び

の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
経
営
承
継
借
換
関
連
保
証
、

す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
商
店
街
活
性
化

商
店
街
の
活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ

事
業
関
連
保
証
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の

た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に

特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十

規
定
す
る
商
店
街
活
性
化
事
業
関
連
保
証
、
東
日
本
大
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八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
緊
急
保

震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成

証
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東

す
る
下
請
振
興
関
連
保
証
、
産
業
競
争
力
強
化
法
第
五

日
本
大
震
災
復
興
緊
急
保
証
、
下
請
中
小
企
業
振
興
法

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
再
生
円
滑
化
関
連
保

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
下
請
振
興
関
連
保
証
、

証
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
再

産
業
競
争
力
強
化
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

生
計
画
実
施
関
連
保
証
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
十

事
業
再
生
円
滑
化
関
連
保
証
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第

六
第
一
項
に
規
定
す
る
商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
関
連

一
項
に
規
定
す
る
事
業
再
生
計
画
実
施
関
連
保
証
、
地

保
証
、
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条

域
再
生
法
第
十
七
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
商
店

第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
運
用
・
管
理

街
活
性
化
促
進
事
業
関
連
保
証
、
情
報
処
理
の
促
進
に

関
連
保
証
、
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム

関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
処

の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十

理
シ
ス
テ
ム
運
用
・
管
理
関
連
保
証
、
特
定
高
度
情
報

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活

通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促

用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
等
関
連
保
証
並
び
に
沖
縄
振
興

進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
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特
別
措
置
法
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
観
光
地

定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
等
関

形
成
促
進
関
連
保
証
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に

連
保
証
並
び
に
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
七
条
の
四
第

規
定
す
る
情
報
通
信
産
業
振
興
関
連
保
証
、
同
法
第
三

一
項
に
規
定
す
る
観
光
地
形
成
促
進
関
連
保
証
、
同
法

十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
高
度
化
・
事
業

第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
産
業
振

革
新
関
連
保
証
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

興
関
連
保
証
、
同
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定

る
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積
関
連
保
証
及
び
同
法
第
五

す
る
産
業
高
度
化
・
事
業
革
新
関
連
保
証
、
同
法
第
四

十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済
金
融
活
性
化
関

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
物
流
拠
点
産
業
集
積

連
保
証
に
係
る
借
入
れ
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

関
連
保
証
及
び
同
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定

る
。

す
る
経
済
金
融
活
性
化
関
連
保
証
に
係
る
借
入
れ
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。


